
居宅介護支援事業所
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

ケアプランセンター
てのひら

奈半利町乙 440-1
☎0887-38-5020

ケアプランナー
ハーネス

奈半利町乙 3704-1
☎0887-38-7845

居宅介護支援事業所
なごみ中芸

田野町 1456-45
☎0887-37-9666

居宅支援事業所
たの

田野町 636-1
☎0887-32-1377

居宅介護支援事業所
はじめのいっぽ

馬路村馬路 110-2
☎0887-44-2772

通所介護（デイサービス）
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

デイサービスセンター
なはり

奈半利町乙 4597-1
☎0887-38-8015

田野町デイサービスセン
ター桃山

田野町 1456-45
☎0887-32-1911

デイサービスセンター
交流館

田野町 815
☎0887-38-5506

デイサービスたの 田野町 636-1
☎0887-37-9898

デイサービスセンター
たいよう

安田町西島 72-1
☎0887-38-5546

デイサービスセンター
柚子の郷

北川村野友甲 710-2
☎0887-32-1231

馬路村デイサービスセン
ター鶴亀

馬路村馬路 407-1
☎0887-42-1020

訪問看護
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

訪問看護ステーション
たの

田野町1414-1 田野病院内
☎0887-38-7111

特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホーム等）

事　　業　　所　　名 住所・電話番号

アローなごみ中芸 田野町 1456-45
☎0887-32-1911

認知症対応型通所介護
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

デイサービスセンター
愛光

奈半利町乙 478-1
☎0887-38-3101

居宅療養管理指導
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

元氣堂調剤薬局　なはり店 奈半利町乙3711-12
☎0887-32-1988

東山薬局 奈半利町乙 1281-2
☎0887-38-5911

東山薬局西店 奈半利町乙 1627-1
☎0887-38-7301

なぎさ薬局 田野町 1874-1
☎0887-32-1265

はまゆう薬局 田野町 1810-2
☎0887-38-2151

通所リハビリテーション
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

介護老人保健施設
ヘルシーケアなはり

奈半利町乙 3740-1
☎0887-38-5566

通所リハビリテーション
たの

田野町1414-1 田野病院内
☎0887-38-2012

訪問リハビリテーション
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

訪問リハビリテーション
たの

田野町1414-1 田野病院内
☎0887-38-7111

馬路村立馬路診療所 馬路村馬路 405-1
☎0887-44-2010

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
+短期入所生活介護（ショートステイ）
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

特別養護老人ホーム
愛光園

奈半利町乙 478-1
☎0887-38-3101

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

グループホーム
いしんの郷

田野町 1456-45
☎0887-38-8755

グループホーム
くすのきの里

安田町西島 89-3
☎0887-32-1002

介護老人保険施設+短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）

事　　業　　所　　名 住所・電話番号
介護老人保健施設
ヘルシーケアなはり

奈半利町乙 3740-1
☎0887-38-5566

訪問介護（ホームヘルプ）
事　　業　　所　　名 住所・電話番号

ヘルパーステーション
さくら

奈半利町乙 3704-1
☎0887-38-8605

ヘルパーステーション
てのひら

奈半利町乙 440-1
☎0887-38-4080

ホームヘルパーステー
ションたの

田野町 636-1
☎0887-38-7650

介護サービス
なごみ中芸事業所

田野町 1456-45
☎0887-32-1911

中
ちゅう

芸
げいこういきれんごう

広域連合 介護サービス課
介護保険に関することは

〒781－6410　安芸郡田野町1456 番地 41
電話 0887－32－1165　FAX 0887－32－1195

中芸地区の介護保険サービス事業所一覧

平成30年9月
中芸広域連合

いつまでも、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを続けられる中芸を目指して！！

中芸
地域の介護保険
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　指定を受けた介護サービス事
業者が、在宅サービスや施設サー
ビス、地域密着型サービスなど
を提供します。
　●居宅介護支援事業所
　●デイサービスセンター
　●介護老人保健施設
　●特別養護老人ホーム など

サービス提供事業者

中芸地域包括支援センター

相 談支 援

連 携

電話：32－1244
　介護予防ケアプランの作成や介護予防事業、
地域の高齢者の総合的な相談の拠点です。

　中芸地域の介護保険制度の運営を
行っています。
●介護保険料の納付管理をします。
●保険証を交付します。
●要介護認定を行います。
●介護サービスの給付を管理します。
●サービスの確保・整備をします。

中芸広域連合（保険者）
（介護サービス課　電話：32－1165）

●介護保険料の納付
●要介護認定の申請

●介護報酬の
　支払い

●利用者負担の
　支払い

　65歳以上の方は病気やけがを問わず、介護が必要と認定されたら、サー
ビスを利用できます。40歳以上65歳未満の方は、特定疾病が原因で介護が
必要と認定されると、サービスを利用することができます。
（※詳しくは次のページをご覧ください）

被保険者 ●保険料を納めます。
●要介護・要支援認定を受けて、サービスを利用します。
●サービスの利用に応じて負担金を支払います。

65歳以上の方
（第１号被保険者）

40 ～ 64歳までの方
（第２号被保険者）

●要介護認定
●保険証の交付

●介護サービスの
　提供

　中芸広域連合では、介護保険法に基づき、高齢者が介護が必要な状態となることをできる限
り防ぐとともに、たとえ要介護状態となってもその軽減や悪化の防止を図り自立した日常生活
を送れるよう支援することを基本的な考え方として介護保険の運営を行っています。

　奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村の介護保険は、『中芸広域連合』が保険者とな
り運営しています。40歳以上の皆様が加入者（被保険者）となって保険料を納め、介護が必
要となったときには、サービスを利用できるしくみです。

介護保険の基本的な考え方

介護をみんなで支えあうしくみです

第�１条（目的）　この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態とな
り、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者
等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理
念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保
健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第�４条第１項（国民の努力及び義務）　国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴っ
て生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合に
おいても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用す
ることにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

介護保険法　～抜粋～

介護保険制度のしくみ

CONTENTS

中芸地域の
介護保険
もくじ
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質問
コーナー
質問問質問問問問問

コーナナナーココココーコココココココ
質問

コーナー
Q＆AQQQQQQQQQQQQQQ＆＆＆＆＆AAQ＆A

介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう制度です。
40歳以上のすべての人が加入しなくてはなりませんので、
手続きをしなくても、40歳になると自動的に介護保険に加
入することになります。

介護保険のサービスを
使うつもりがないから、
介護保険に加入しなくてもいいかなぁ？

Q

A

（一）

連
合

広
域

中
芸中芸広域連合

保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

交付年月日

生年月日

氏　　名

フリガナ

番　　号

住　　所

介　護　保　険　被　保　険　者　証

被
保
険
者

性
別

介護保険の認定申
請、事業所との契
約時に必要となり
ますので、大切に
持っていてくださ
いね！

　介護や日常生活に支援が必要になったときに、中芸広域連合の認定を受け
て、サービスを利用することができます。どんな病気やけがが原因で介護が
必要になったかは問われません。

　老化が原因とされる病気（特定疾病）により介護や支援が必要となったと
きに、中芸広域連合の認定を受けて、サービスが利用できます。

　中芸広域連合からの依頼による年金からの天引き、または口座振替や納付
書による納付。

　毎月納めていただいている、国民健康保険や社会保険などの医療保険に一
定の額が介護保険料として加算され、納められています。

◦骨折を伴う骨粗鬆症　　◦脊柱管狭窄症　　　　　　◦閉塞性動脈硬化症
◦後縦靱帯骨化症　　　　◦初老期における認知症　　◦早老症
◦慢性閉塞性肺疾患　　　◦脊髄小脳変性症　　　　　◦多系統萎縮症
◦関節リウマチ　　　　　◦筋萎縮性側索硬化症
◦脳血管疾患（外傷性は含まない）	
◦がん（医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）
◦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
◦糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
◦両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

○サービスが利用できる人は

○サービスが利用できる人は

○介護保険料の納付の仕方

○介護保険料の納付の仕方

特定疾病（16疾患）

65歳以上の方

40歳以上65歳未満の方

第１号被保険者

第２号被保険者

　65歳になった方には、中芸広域連合から保険証（介護保険被保険者証）が交付されます。
　この保険証は、介護サービスを利用するときに欠かせないものですから、大切に扱いましょう。

65歳になると保険証が交付されます
　40歳以上の中芸地域にお住まいの方は、中芸広域連合が運営する介護保険の被保険者です。
　被保険者は年齢により２種類に分かれ、65歳以上の方は「第１号被保険者」、40歳から 65
歳未満の方は「第２号被保険者」となります。

介護保険の被保険者

介護保険制度のしくみ

介
護
保
険
制
度
の
し
く
み
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介護保険の財源

介護サービスの利用者負担分
（所得に応じて1割又は 2割～3割を負担）

＋

65歳以上の方の保険料
（第１号被保険者）

23.0％

40～64歳までの方の保険料
（第2号被保険者）

27.0％
中芸5町村の負担
（中芸広域連合）

12.5％

高知県の負担
12.5％

国の負担
25.0％

保険料
50.0%

公費
50.0%

質問
コーナー
質問問質問問問問問

コーナナナーココココーコココココココ
質問

コーナー
Q＆AQQQQQQQQQQQQQQ＆＆＆＆＆AAQ＆A

　普通はサービスを利用したときの利用者
負担金は１割ですが、保険料を滞納している
と、１割の負担金でサービスが利用できなく
なります。今は元気でも、いつサービスが必
要になるかわかりません。実際使わなければ
ならないときに困りますので、保険料は期限
までに必ず納めるようにしましょう。

○１年間以上滞納すると・・・
　費用の全額をいったん利用者が負担しなければならな
くなります。後で申請して保険給付分（９割又は８割～
７割）が支払われますが、場合によっては、一部が差し
止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあ
ります。

○１年６ヶ月以上滞納すると・・・
　費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一
部、又は全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた
保険料に充てられることもあります。

○２年以上滞納すると・・・
　サービスを利用するときに利用者負担が３割になった
り、高額介護サービス費等が受けられなくなったりしま
す。また、滞納から２年たった保険料は支払うことがで
きなくなりますので、サービスを受けることが非常に困
難になります。

元気だし、
介護保険は使わないつもりだから、
保険料も払いたくない。
払わなかったらどうなるの？

　介護保険は、国、県、市町村の公費と、40歳以上のみなさんが納める保険料を財源に運営
しています。介護が必要になったときに、みんなが安心してサービスを利用できるように保険
料は忘れずに納めましょう。

介護保険料を納めてみんなで介護を支えます

介護保険料の決め方と納め方

Q

A

介
護
保
険
料
の
決
め
方
と
納
め
方
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○老齢福祉年金とは ･･･
　�明治44年４月１日以前に生まれた方などで、一定の
所得がない方や、他の年金を受給することができな
い方に支給される年金。
○合計所得金額とは ･･･
　�収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類
により計算方法が異なります。）を控除した金額のこ
とで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする
前の金額です。
○課税年金収入額とは ･･･
　�国民年金、厚生年金、共済年金などの課税対象とな
る種類の年金収入額のことです。なお、障害年金、
遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません。

所得段階 対　象　者 保険料率
介護保険料月額�
（年額）

第１段階

◦生活保護を受けている人
◦�世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金
を受けている人
◦�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額+課税年金収入額が 80万円以下の
人

基準額
× 0.45

2,655 円
（31,860 円）

第２段階
◦�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額 +課税年金収入額が 80万円超120
万円以下の人

基準額
× 0.75

4,425 円
（53,100 円）

第３段階
◦�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額+課税年金収入額が 120万円超の人

基準額
× 0.75

4,425 円
（53,100 円）

第４段階
◦�世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、前年の合計所得金
額+課税年金収入額が 80万円以下の人

基準額
× 0.9

5,310 円
（63,720 円）

第５段階
◦�世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、第 4段階以外の人

基準額
5,900 円

（70,800 円）

第６段階
◦�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が120万円未満の人

基準額
× 1.2

7,080 円
（84,960 円）

第７段階
◦�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が120万円以上200万円未満の人

基準額
× 1.3

7,670 円
（92,040 円）

第８段階
◦�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が200万円以上300万円未満の人

基準額
× 1.5

8,850 円
（106,200 円）

第９段階
◦�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が300万円以上の人

基準額
× 1.7

10,030 円
（120,360 円）

※�第７期介護保険事業計画期間（平成30年度から平成32年度）の介護保険料です。介護保険料は、介護保険事
業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。

　40～ 64歳までの方は、医療保険の保険料に介護保険分も含めて納めていましたが、65歳
になった月（65歳の誕生日の前日がある月）からは介護保険料を単独で納めます。
（送られてくる納付書で納めてください。）
　なお、65歳になる年度の医療保険の保険料に介護保険分が含まれていますが、これは年度
初め（４月）から 65歳になる月の前月までの分を、年度末（翌年の３月）までの納期で分け
て計算されていますので、保険料を二重に納めているわけではありません。

65歳になる年度の保険料について

　保険料は、本人と世帯の課税状況や所得に応じて９つの段階に分けられ、個人ごとに決まります。
あなたの保険料を確認してみましょう。

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

介護保険料の決まり方
　65歳以上の方の場合（第１号被保険者）

※各所得段階において介護保険料を決める基準となる金額のことです。

広域連合で介護保険の給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分（23％）
＝ 中芸５か町村の65歳以上の人数

基準額※

（年額）

介護保険料の決め方と納め方

120万円未満

120万円以上 200万円未満

200万円以上 300万円未満

300万円以上

前年の
合計所得金額は？

老齢福祉年金を
受給している

前年の合計所得金額＋
課税年金収入額が
80万円以下

あなたに
住民税が

課税されている

生活保護を
受給している

スタート

前年の合計所得金額＋
課税年金収入額が
80万円以下

前年の合計所得金額＋
課税年金収入額が
120万円以下

同じ世帯に住民税を
課税されている人が

いる

介
護
保
険
料
の
決
め
方
と
納
め
方
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　40歳から64歳までの方の介護保険料の納付は、40歳に到達する
日の属する月（１日生まれの方は前月）から始まります。65歳に
到達する日の属する月の前月（１日生まれの方は前々月）まで健康
保険料とともに徴収されます。
　介護保険料は、加入している医療保険によって仕組みが異なりま
すので、お持ちの医療保険証発行先にご相談ください。

40歳から64歳の方の場合（第２号被保険者）

　年金の年６回の定期支払いの際に、年金の受給額から介護保険料が
あらかじめ差し引かれます。
　　※老齢福祉年金は、特別徴収の対象となりません。
　介護保険料は前年の所得に基づいて決まりますが、前年の所得が確
定するのは、７月頃となります。そのため、特別徴収の方は、４、６、
８月に前年度２月分と同じ保険料を納めます。（仮徴収）
　10、12、２月は、確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引
いた額を納めます。（本徴収）

例　年間保険料 70,800 円の方の場合

前年度本徴収 仮徴収 本徴収

２月�
（前年度６期）

４月�
（１期）

６月�
（２期）

８月�
（３期）

10月�
（４期）

12月�
（５期）

２月�
（６期）

10,600 円 10,600 円 10,600 円 10,600 円 13,000 円 13,000 円 13,000 円

　次のような場合には、年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納めます。
　次の年度の10月からは特別徴収に変わります。

　○年度途中で65歳になった場合
　○年度途中で年金の受給が始まった場合
　○収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
　○他の市区町村から転入した場合
　○年金が一次差し止めになった場合　など

特別徴収
（年金天引き） 年金の年額が18万円以上の方

　保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」で　　　大きく異なります。ここでは、この２つの徴収方法について説明します。保険料の納め方

　窓口納付の方は７月に中芸広域連合から納付書が送付されます。
　保険料を７月から２月までの８期に分けて金融機関又は中芸５か町
村の役場窓口でお支払いください。
　※ゆうちょ銀行では所定の用紙がないと納付できません。
　口座振替をご利用の方は、７月に中芸広域連合から年間の保険料額
をお知らせします。窓口納付と同じように、７月から２月までの８期
に分けて、25日（休日の場合は翌営業日）に指定された口座から保
険料を引き落とします。

例　年間保険料 70,800 円の方の場合

本徴収

７月
（１期）

８月
（２期）

９月
（３期）

10月
（４期）

11月
（５期）

12月
（６期）

１月
（７期）

２月
（８期）

9,200 円 8,800 円 8,800 円 8,800 円 8,800 円 8,800 円 8,800 円 8,800 円

　普通徴収の方には、便利で安心な口座振替がおすすめです。
納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。次の物
を持って、指定の金融機関等でお申し込みください。
　○保険料の納付書
　○預（貯）金通帳
　○印かん（通帳届出印）

口座振替がおすすめです !!

普通徴収
（窓口納付・口座振替） 年金の年額が18万円未満の方

介護保険料の決め方と納め方

口座振替ができる金融機関
　○土佐あき農業協同組合
　○馬路村農業協同組合
　○高知県信用漁業協同組合

○四国銀行
○高知銀行
○高知信用金庫

○ゆうちょ銀行

介
護
保
険
料
の
決
め
方
と
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め
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質問
コーナー
質問問質問問問問問

コーナナナーココココーコココココココ
質問
コーナー
Q＆AQQQQQQQQQQQQQQ＆＆＆＆＆AAQ＆A 主治医ってなに？

区分 状態のめやす 利用できるサービス・事業

非該当 自立した生活ができ、今のところ介護や支援を
必要としていない。 介護予防事業（介護保険外）

要支援１ ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のため
の支援や改善が必要 介護保険の

介護予防サービス要支援２ 日常生活に支援は必要だが、それによって介護
予防できる可能性が高い。

要介護１ 移動や身の回りの世話に何らかの介助が必要、
または少し問題行動や理解の低下が見られる。

介護保険の
介護サービス

要介護２ 要介護１の状態に加え、排泄や食事などに何ら
かの介助が必要

要介護３ 歩行や排泄、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全
面的な介護が必要

要介護４ 日常生活全般の動作能力が低下し、介護なしで
の生活は困難

要介護５ 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生
活を営むことがほぼ不可能

介護認定審査会が審査・判定（二次判定）

　中芸広域連合が任命する医療、保健、福祉の専門家で構成さ
れた介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決め
られます。
　　　※介護認定審査会は月４回実施しています。

認定をうける

　サービスを利用するためには、要介護認定の申請をする必要があります。要介護認定では、
介護保険のサービスが必要かどうか、また必要な場合にはその程度などを決めます。まずは、
中芸広域連合介護サービス課窓口か中芸５か町村の担当窓口で申請の手続きをしてください。
　本人が申請に行くことができない場合などには、家族や地域包括支援センター、居宅介
護支援事業者などに申請を代行してもらうことができます。

　申請してから１～２週間ほどで介護が必要な状態か
どうかの調査が行われます。
　また、調査と並行して中芸広域連合が主治医に意見
書の作成を依頼します。

　中芸広域連合の職員や調査員などが、対象者の自宅などを
訪問し、心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項に
ついて、本人や家族などから聞き取ります。
　調査の際には、実際に動作を行っていただく内容もあります。

　要介護認定申請が出されると、中芸広域連合から対象者の
主治医に、意見書の作成を依頼します。認定調査だけでは把
握できない心身の状況も医療面から把握することで、より正
確な認定ができる仕組みとなっています。

申請から認定までの流れ

1

2

要介護認定の申請をします

認定調査が行われます

申請するときに必要なもの
　○介護保険の保険証
　○医療保険の保険証（２号被保険者の場合）
　○対象者の主治医の確認

認定調査

主治医意見書

～調査では次のようなことをお聞きします～
　「家族状況・住宅環境」、「関節の動きなどの身体機能」、「歩行などの動作能力」、「排
泄・食事・衣服の着脱などの生活機能」、「物忘れなどの認知機能」、「生活に支障を
きたすような精神行動障害」、「買い物などの社会生活への適応」、「医療関係者によ
り処置された特定の医療行為」など。

　調査内容をコンピュータ判定（一次判定）した結果と、特記事項、主治医の意見書をも
とに、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分を判定（二次判定）します。

　介護認定審査会の判定結果に基づいて、以下の要介護状態区分に認定されます。結果が
記載された認定結果通知書と保険証が届きますので、それぞれ記載されている内容を確認
しましょう。
　※申請から認定まで約１ヶ月程度の日数がかかります。

3

4

審査・判定をします

認定結果が通知されます

　認定の有効期間は３ヶ月～ 36ヶ月の間で、対象者の状態に応じて決定されます。有効
期間満了の２ヶ月前に中芸広域連合から更新対象者にお知らせを行いますので、更新が
必要な方は、更新申請を行います。また、有効期間の途中でも、対象者の状態が悪くなっ
たときなどは、区分変更申請を行い、要介護状態区分の変更を行います。

要介護状態区分

認定の更新と区分変更

コンピュータ判定
（一次判定）

　公平に判定するため、
認定調査の結果はコン
ピュータで処理されます。

特記事項

　調査票には盛り込めな
い事項などが記入されま
す。

主治医の意見書

　主治医による心身の状
況についての意見書です。

Q

介護が必要な状態となった直接の原因である病気を
治療している医師や、かかりつけの医師など、本人
の心身の状況をよく理解している医師のことです。

A

認
定
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う
け
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質問
コーナー
質問問質問問問問問

コーナナナーココココーコココココココ
質問
コーナー
Q＆AQQQQQQQQQQQQQQ＆＆＆＆＆AAQ＆A

ケアマネージャーとは、介護の知識を幅広く持った専門家
です。ケアマネージャーは利用者一人一人の心身の状況に
応じて利用者や家族の方と話し合いを行い、利用者に必要
なサービスの計画を立てます。ケアマネージャーが作成す
る計画をケアプランといいます。

ケアマネージャー、
ケアプランってなに？

質問
コーナー
質問問質問問問問問

コーナナナーココココーコココココココ
質問

コーナー
Q＆AQQQQQQQQQQQQQQ＆＆＆＆＆AAQ＆A

保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーが中心
となり、介護予防に関する計画を立てたり、高齢者
の総合的な支援を行う機関です。

地域包括支援センターってなに？

施設に入所したい
要支援１・２の方
（予防給付の対象）

ケアマネージャーが本人・家族との話し
合いにより、利用者の心身の状態や環境、
生活歴などを把握し、アセスメント（課
題分析）を行います。

地域包括支援センターと契約し、ケアマ
ネージャーが介護予防ケアプランを作成

サービス事業者と契約

中芸広域連合地域包括支援センター

介護保険施設へ入所申し込み
※施設が満床の場合は入所待ちとなることがあります。

介護保険施設と契約

介護保険施設のケアマネージャーが
ケアプランを作成

介護保険の施設サービスを利用

介護保険の
介護予防サービスを利用

在宅でサービスを利用したい
非該当の方

（介護予防事業の対象）

保健師等が利用者の心身の状態等を把握
し、簡易なアセスメント（課題分析）を
行います。

利用者に必要な介護予防を協議

居宅介護支援事業者にケアプランの作成
を依頼（契約）

居宅介護支援事業者のケアマネージャー
がケアプランを作成

サービス事業者と契約
※訪問介護や通所介護などのサービスをする事

介護保険の在宅サービスを利用

介護予防・生活支援サービス事業
を利用

要介護認定の通知（要介護１～５）

要介護１～５の方

要介護認定の通知（要支援１・２または非該当）

サービスを利用する

　「要介護１～５」と認定された方は、介護保険の介護サービスを利用します。居宅介護支援
事業者や入所した介護保険施設などで、心身の状況に応じたケアプランを作成してもらいます。

認定通知からサービス利用までの流れ

要支援１・２または非該当の方
　「要支援１・２」または「非該当」と認定された方は、中芸広域連合地域包括支援センター
が対象者に必要な、介護予防サービスまたは介護予防事業を提供します。

Q

A
Q

A

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

14 15



要介護１～５の方　在宅サービス
　利用者負担のめやすは、サービスにかかる基本的な費用の１割をめやすとして掲載していま
す。サービスの内容により変動する可能性がありますので、あくまでめやすとしてご覧くださ
い。なお、それぞれのサービスを提供する事業者は24ページに掲載しています。

○ケアプランを立てる

○自宅で受ける

○施設に通い受ける

中芸地区で利用できるサービスの種類

居宅介護支援 居宅介護支援事業所のケアマネージャーがケアプランの
作成を行います。 自己負担はありません

○介護付き有料老人ホームなどの入居者が受ける

日常生活全般で介護が必要な方向け リハビリテーションを受けたい方向け

訪問介護（ホームヘルプサービス）

居宅療養管理指導

通所介護（デイサービス）

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション（デイケア）

　ホームヘルパーが訪問し、食事や排泄などの身体介護や掃除、洗濯などの生活介助を行います。

　医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問
し、療養上の管理や指導を行います。

　通所介護施設に通い、日帰りで入浴や食事
の提供、日常生活上の介護などを受けます。

※施設の規模によって異なります。
※食費は自己負担となります。

※施設の規模によって異なります。
※食費は自己負担となります。

　リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハ
ビリテーションを行います。

　医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰
りでリハビリテーションを受けます。

　※利用者ができることは、利用者と一緒に行うなどの援助をします。

◦食事、入浴、排泄の介助
◦衣服の交換などのお手伝い
◦通院の付き添いなど
◦部屋の掃除や洗濯
◦食事の準備や調理
◦生活必需品の買い物など

身体
介護

生活
援助

利用者負担のめやす
身体介護（20～ 30分未満） 165円
生活援助（20～ 45分未満） 181円
通院のための乗降介助（１回）   98 円

利用者負担のめやす
医師、薬局薬剤師の場合 507円

利用者負担のめやす（7～ 8時間）
要介護１ 645円
要介護２ 761円
要介護３ 883円
要介護４ 1,003 円
要介護５ 1,124 円

利用者負担のめやす
１回 290円

利用者負担のめやす（6～ 7時間）
要介護１ 667円
要介護２ 797円
要介護３ 924円
要介護４ 1,076 円
要介護５ 1,225 円

短期入所生活介護（ショートステイ）

特定施設入居者生活介護

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム） 介護老人保健施設

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
　短期間、介護老人保健施設などに入所して、日常生活上の介護やリハビリテーションを受けます。

　介護付き有料老人ホームなどに入居している方が、食事や入浴などの介護や機能訓練及び
療養上の世話を受けます。

　常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方
が入所して、日常生活の介助などを受けます。

　病状が安定し、リハビリテーションが必要な
方が入所して、介護や機能訓練などを受けます。

※食費・滞在費は別途自己負担となります。

※食費・居住費は別途自己負担となります。

※食費・居住費は別途自己負担となります。 ※食費・居住費は別途自己負担となります。

※食費・滞在費は別途自己負担となります。

利用者負担のめやす（１日につき）
要介護１ 584円
要介護２ 652円
要介護３ 722円
要介護４ 790円
要介護５ 856円

利用者負担のめやす（１日につき）
要介護１ 534円
要介護２ 599円
要介護３ 668円
要介護４ 732円
要介護５ 800円

利用者負担のめやす（１日につき）
要介護１ 557円
要介護２ 625円
要介護３ 695円
要介護４ 763円
要介護５ 829円

利用者負担のめやす（１日につき）
要介護１ 771円
要介護２ 819円
要介護３ 880円
要介護４ 931円
要介護５ 984円

利用者負担のめやす（１日につき）
要介護１ 826円
要介護２ 874円
要介護３ 935円
要介護４ 986円
要介護５ 1,039 円

要介護１～５の方　施設サービス

サービスを利用する

短期入所生活介護の場合 短期入所療養介護の場合
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要支援１・２の方　介護予防サービス

○ケアプランを立てる

○自宅で受ける

○施設に通い受ける

介護予防支援 中芸広域連合地域包括支援センターのケアマネー
ジャー等が介護予防ケアプランの作成を行います。 自己負担はありません

　※ 市町村によって提供されるサービスの内容が異なる場合があります。

※�利用者負担のめやすは、１割負担を例としており、所得に応じて２割負担、３割負担となる場合
があります。

○介護付き有料老人ホームなどの入居者が受ける

65歳以上のすべての方　一般介護予防事業
　65歳以上のすべての方を対象に、町村と一緒に介護予防のための取り組みを行います。
主な一般介護予防事業
○いきいき百歳体操
　イスに腰をかけて準備体操、筋力運動、整理体操の３つの運動を行います。
○あったかふれあいセンター事業（サロン、ミニデイ、集会所活動等）
　住み慣れた地域で、こころと体が元気で明るくなるように、介護予防事業を行っています。
○パワーリハビリテーション事業
　専用の機器を使用して、高齢者の方や体が動きにくい方でも安心して継続した運動を行います。
○地域リハビリテーション活動支援事業
　リハビリテーション専門職などが地域に出向いて、助言や指導を行います。
○介護予防普及啓発事業
　健康づくりや介護予防に関する催しで、介護予防の普及や啓発を行います。

訪問型サービス
（ホームヘルプサービス）

通所型サービス
（デイサービス）

介護予防訪問
リハビリテーション

介護予防居宅療養
管理指導

介護予防通所
リハビリテーション
（デイケア）

介護予防訪問看護

　自分ではできない日常生活上の行為がある場合
に、ホームヘルパーが訪問し、自立に向けた介護
予防を目的とした日常生活上の支援を行います。

　通所介護施設で、入浴や排泄、食事などの日常
生活上の支援を受けます。

　リハビリの専門職が自宅を訪問して、介護予防
を目的としたリハビリテーションを行います。

　医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を
訪問し、介護予防のための療養上の管理
や指導を行います。

　医療機関や介護老人保健施設に通い、
日帰りでリハビリテーションを受けます。

　医師の指示に基づき、看護師等が利用
者宅を訪問し、健康チェック、療養上の
世話や診療の補助を行うサービスです。

利用者負担のめやす
週１回 月額 1,168 円
週２回 月額 2,335 円

週３回以上（支援２のみ） 月額 3,704 円

利用者負担のめやす（１ヶ月につき）
要支援１ 1,647 円
要支援２ 3,377 円

利用者負担のめやす
１回 290円

利用者負担のめやす
医師、薬局薬
剤師の場合 507円

利用者負担のめやす
１回 1,080 円

※食費は自己負担となります。

利用者負担のめやす（１ヶ月につき）
要支援１ 1,712 円
要支援２ 3,615 円

※食費は自己負担となります。

介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
　短期間、介護老人保健施設などに入所して、介護予防を目的とした日常生活上の介護やリハビ
リテーションを受けます。

　介護付き有料老人ホームなどに入居してい
る方が、介護予防を目的とした食事や排泄、
入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話
を受けます。

※食費・滞在費は別途自己負担となります。

※食費・居住費は別途自己負担となります。

※食費・滞在費は別途自己負担となります。

利用者負担のめやす（１日につき）
要支援１ 437円
要支援２ 543円

利用者負担のめやす（１日につき）
要支援１ 180円
要支援２ 309円

利用者負担のめやす（１日につき）
要支援１ 579円
要支援２ 734円

サービスを利用する

短期入所生活介護の場合 短期入所療養介護の場合
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質問
コーナー
質問問質問問問問問

コーナナナーココココーコココココココ
質問

コーナー
Q＆AQQQQQQQQQQQQQQ＆＆＆＆＆AAQ＆A

地域密着型サービスは、介護が必要になっても、できる限
り住み慣れた自宅や地域から離れずに生活を維持できるよ
うに支援するサービスです。中芸地区の地域密着型サービ
スは、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村の方の
み利用することができます。

地域密着型サービスって、
どんなサービス？

在宅での生活環境を整えるサービス要支援１・２の方
要介護１～５の方

※�利用者負担のめやすは、１割負担を例としており、所得に応じて２割負担、３割負担となる場合
があります。

地域密着型サービス要支援１・２の方
要介護１～５の方

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修費の支給

○手すり（取り付け工事不要のもの）
○スロープ（取り付け工事不要のもの）
○歩行器
○歩行補助つえ

要介護２以上でないと利用できない物
○車いす（自走用、介助用、普通型電動車いす）
○車いす付属品（クッション、電動補助装置など）
○特殊寝台（リクライニングベッド、介助用ベルトなど）
○特殊寝台付属品（マットレス、移動用バー、サイドレールなど）
○床ずれ防止用具（エアマットなど）
○体位変換器（起き上がり補助装置を含む）
○認知症老人徘徊感知機器（離床センサーを含む）
○移動用リフト（階段移動用リフトを含む、つり具を除く）
○特殊尿器（自動排泄処理装置）

○腰かけ便座
　（便座の底上げに使う部材も含む）
○特殊尿器
　（自動排泄処理装置を含む）
○入浴補助用具
　（入浴用介助ベルトを含む）
○簡易浴槽
○移動用リフトのつり具の部分

○手すりの取り付け
○段差の解消
○�滑りの防止及び移動の円滑化のための
床材、または通路面の材料の変更

○�引き戸などへの扉の取り替え・新設・
扉の撤去

○洋式便器などへの便器の取り替え
○その他、各工事に付帯して必要な工事

利用者負担のめやす

貸出料の１割

利用者負担のめやす

費用の１割（年間10万円が限度）

利用者負担のめやす

費用の１割（20万円が限度）

購入後に申請が必要

事前に申請が必要

費用はいったん全額支払い

※用具によって貸出料が異なります。

※指定事業所での購入のみが対象になります。

※20万円以内であれば、数回に分けて使うこともできます。

　排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具の購入ができます。
　※�要介護度により利用できない用具があります。

　住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改
修費用を支給します。

　自分にあった用具を選ぶために、ケアマネー
ジャーなどとよく相談してから購入し、購入
後に申請してください。申請には領収書が必
要になります。

　改修工事の前に、中芸広域連合への申請が必要と
なります。ケアマネージャーなどとよく相談して、
施工箇所や施工業者を決めて、申請してください。

　費用は利用者が全額を支払い、その９割を
介護保険から払い戻します。

費用はいったん全額支払い
　費用は利用者が全額を支払い、その９割を
介護保険から払い戻します。

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

　認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴・食事などの介護や機能訓練を受け
ます。

　認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受け
ます。

※食費は別途自己負担となります。

※要支援１の方は利用できません。
※食費は別途自己負担となります。

利用者負担のめやす（６～７時間未満）
要介護１ 871円
要介護２ 965円
要介護３ 1,057 円
要介護４ 1,151 円
要介護５ 1,245 円

利用者負担のめやす
要支援２ 755円
要介護１ 759円
要介護２ 795円
要介護３ 818円
要介護４ 835円
要介護５ 852円

サービスを利用する
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地域包括支援センター

関係
事業者

総合相談

　介護に関する相談や悩み以外に
も、福祉や医療、その他なんでもご
相談ください。

主治医

ケア
マネージャー

主任
ケアマネージャー

権利擁護

　みなさんが安心していきいきと暮ら
せるように、みなさんの持つさまざま
な権利を守ります。虐待を早期に発見
したり、成年後見制度の紹介や、消費
者被害などに対応します。

社会
福祉士

介護予防ケアマネジメント

　要支援１・２と認定された人や、支
援や介護が必要となるおそれの高い方
が自立して生活できるよう支援します。

保健師

利用者

包括的・継続的ケアマネジメント

　暮らしやすい地域にするため、さ
まざまな機関とのネットワークをつ
くり調整します。

　対象となる候補者を以下の方法などで早期に把握し、介護予防事業の対象者
に選定する。
　○日常生活で必要となる機能を確認する（基本チェックリスト）
　○これまで要介護認定を受けていた方で、「非該当」と判定された方など

　○介護や支援が必要となるおそれのある高齢者
　　介護予防プログラムに参加できます。
　○元気な高齢者
　　総合的な相談や様々な支援などのサービスが受けられます。

　主に集会所などで行っているいきいき百歳体操などの介護予防事業への参加を
お勧めします。

　○介護や支援が必要となるおそれのある高齢者
　　介護予防プログラムに参加できます。
　○元気な高齢者
　　総合的な相談や様々な支援などのサービスが受けられます。

1

2

3

4

対象者の選定

選定の結果

介護予防プログラムに参加

地域包括支援センターで評価

筋力向上（パワーリハビリ）
理学療法士などが筋力トレーニ
ングや転倒予防のための指導を
行います。

口腔機能の向上
歯科衛生士などの歯磨きや摂食・え
んげ機能の訓練や指導を行います。

栄養改善
栄養士などがバランスの良い食
事の取り方などについて指導し
ます。

介護予防事業へのつなぎ
閉じこもり予防、介護予防が必要な
方を各事業につなぎます。事業につ
きましては19ページをご覧下さい。

　介護予防とは、「できる限り介護が必要にならないようにする」「もし介護が必要になっても、
それ以上悪化させないようにする」ことです。いつまでも自分らしく自立して生活するために、
健康なうちから介護予防に取り組むことが大切です。

介護予防に取り組みましょう !!
地域包括支援センターは、地域のみなさんの安心を支えます。
　中芸広域連合地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点です。
　住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護・福祉・健康・医療など様々な面から、
高齢者やその家族を支えています。高齢者本人や家族、地域住民、ケアマネージャーなどから
受けた悩みや相談を、適切な機関と連携して解決に努めます。

地域包括支援センターを利用しましょう

地域包括支援センターについて

中
ちゅう

芸
げいこういきれんごう

広域連合地
ち
域
いきほうかつ
包括支

し
援
えん
センター

安芸郡田野町1456番地41　田野町保健センター内
0887－32－1244 0887－32－1195
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